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一 

 



 

去
る
二
月
二
五
日
の
予
算
委
員
会
第
五
分
科
会
に
お
い
て
、
土
地
収
用
法
の
解
釈
と
運
用
、
と
り
わ
け
、
事
業

認
定
処
分
に
係
る
諸
点
に
つ
き
、
建
設
中
と
さ
れ
る
新
東
京
国
際
空
港
（
以
下
「
成
田
空
港
」
と
い
う
）
で
、
現
実
に

発
生
し
て
い
る
事
態
を
具
体
的
に
示
し
て
、
建
設
大
臣
の
見
解
を
問
う
た
が
、
本
件
に
つ
き
、
三
月
二
七
日
に
、

建
設
大
臣
宛
に
公
開
質
問
状
が
石
橋
政
次
氏
や
瀬
利
誠
氏
ら
地
元
農
民
（
二
期
工
事
用
地
内
の
地
権
者
）
か
ら
提
出

さ
れ
た
と
の
こ
と
（
三
月
二
八
日
付
毎
日
新
聞
朝
刊
三
面
）
な
の
で
改
め
て
政
府
の
見
解
を
質
し
た
い
。 

一 

田
中

榮
、
前
内
閣
総
理
大
臣
は
、
昭
和
四
九
年
四
月
二
六
日
、
衆
議
院
議
員
久
保
三
郎
氏
提
出
の
「
新
東
京

国
際
空
港
公
団
が
犯
し
た
農
地
法
に
係
る
違
法
行
為
に
関
す
る
質
問
」
に
対
し
、
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
七
二
第
一

九
号
）
を
寄
せ
、
そ
の
中
で
「
緊
急
を
要
す
る
公
共
事
業
で
あ
つ
て
も
、
法
手
続
を
無
視
し
て
よ
い
と
す
る
理
由 

 
書 新

東
京
国
際
空
港
建
設
事
業
に
係
る
土
地
収
用
法
の
発
動(

事
業
認
定
処
分)

に
関
す
る
質
問
主
意 

三 

 



 

二 

建
設
大
臣
は
、
成
田
空
港
建
設
に
係
る
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
）
に
よ
る
事
業
認
定
の

申
請
に
対
し
、
土
地
収
用
法
第
二
〇
条
に
よ
り
、
同
認
定
処
分
を
な
し
、
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
六
日
、
同
法

第
二
六
条
に
従
い
、
建
設
省
告
示
第
三
八
六
五
号
を
も
つ
て
公
示
し
た
が
、 

(3) 

右
公
共
事
業
を
な
す
に
当
た
り
、
法
手
続
が
、
不
備
の
場
合
、
法
令
の
完
備
を
み
た
上
で
、
法
手
続
を
完

成
し
、
そ
の
上
で
、
は
じ
め
て
か
か
る
事
業
は
、
所
定
の
手
続
に
従
い
実
施
に
移
さ
れ
る
の
が
適
法
で
あ
る

と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
ん
。 

(2) 

こ
と
改
め
て
政
府
の
見
解
を
問
う
が
、
成
田
空
港
建
設
事
業
な
ど
の
公
共
事
業
は
な
ぜ
法
手
続
（
法
令
に

よ
る
規
定
）
に
従
つ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。 

(1) 

政
府
は
右
回
答
に
つ
き
、
現
在
ど
の
よ
う
な
見
解
を
も
つ
か
。 

は
な
く
、
法
手
続
の
簡
略
化
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
回
答
し

て
い
る
が
、 

四 

 



 

三 

成
田
空
港
の
「
四
千
米
」
滑
走
路
南
端(
34
側)

に
、
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
進
入
灯
が
航
空
法
施
行
規
則
第
一

一
七
条
第
一
項
第
三
号
ハ
で
定
め
ら
れ
る
正
規
の
も
の
（
以
下
「
正
規
の
進
入
灯
」
と
い
う
）
で
は
な
く
、
こ
の
た

め

34
側
か
ら
の
進
入
着
陸
に
は
、
「
四
千
米
」
滑
走
路
は
、
三
、
二
五
〇
米
長
の
も
の
と
し
て
し
か
機
能
し
得
な

い
こ
と
、
同
進
入
着
陸
に
は
当
初
予
定
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅱ
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
性
能
が
一
段
劣
る
カ
テ
ゴ 

(4) 

運
輸
省
や
公
団
は
、
右
情
報
を
建
設
大
臣
に
提
供
し
た
と
い
え
る
か
。
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

(3) 

右
判
断
を
な
す
に
当
た
り
、
必
要
に
し
て
十
分
な
正
確
な
情
報
を
建
設
大
臣
に
提
供
す
る
責
務
が
、
運
輸

省
や
公
団
に
あ
る
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
ん
。 

(2) 

そ
の
際
、
建
設
大
臣
は
成
田
空
港
の
現
実
の
建
設
過
程
が
公
団
法
や
、
航
空
法
な
ど
の
規
定
や
手
続
に
完

全
に
従
つ
て
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
か
。
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

(1) 
建
設
大
臣
は
か
か
る
処
分
を
な
す
に
当
た
り
成
田
空
港
の
建
設
が
公
団
法
や
、
航
空
法
な
ど
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
か
。 

五 

 



 

リ
ー
Ⅰ
運
用
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
か
か
る
事
態
の
発
生
は
、
運
輸
大
臣
も
法
的
に

承
認
（
航
空
法
施
行
規
則
第
一
一
七
条
第
二
項
に
基
づ
く
公
団
宛
の
昭
和
四
七
年
六
月
二
九
日
付
及
び
同
じ
く

昭
和
四
八
年
九
月
四
日
付
文
書
に
よ
り
、
仮
設
進
入
灯
の
設
置
を
承
認
）
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
衆
議
院
議

員
木
原
実
氏
提
出
の
「
成
田
空
港
と
航
空
の
安
全
に
関
す
る
質
問
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
昭
和
四
九
年
四
月
五
日

付
内
閣
衆
質
七
二
第
一
四
号
）
及
び
「
同
再
質
問
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
昭
和
四
九
年
五
月
二
八
日
付
内
閣
衆
質
七

二
第
二
三
号
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
一
方
過
日
の
予
算
委
員
会
第
五
分
科
会
に
お
い
て
、
右
正

規
の
進
入
灯
が
設
置
で
き
な
い
の
は
そ
れ
に
必
要
な
用
地
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
を
唯
一
の
原
因
と
し
、
こ
の

た
め
公
団
が
任
意
買
収
に
よ
り
か
か
る
用
地
の
取
得
に
つ
い
て
、
現
在
「
最
大
の
努
力
」
を
し
て
い
る
と
公
団
理

事
角
坂
仁
忠
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

右
が
、
現
在
開
港
に
向
け
て
鋭
意
努
力
し
て
い
る
と
す
る
公
団
が
、
そ
の
場
内
施
設
の
建
設
は
完
了
し
た
と

す
る
成
田
空
港
の
現
実
の
姿
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
運
輸
大
臣
ま
で
が
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 六 

 



 

と
こ
ろ
で
公
団
が
事
業
認
定
を
申
請
し
た
昭
和
四
四
年
九
月
一
三
日
の
段
階
で
、
進
入
灯
の
設
置
は
予
定
さ
れ

て
い
な
か
つ
た
。
従
つ
て
そ
の
た
め
に
必
要
な
用
地
の
取
得
は
予
定
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

(3) 

右
「
工
事
実
施
計
画
認
可
申
請
書
」
に
あ
る
設
置
予
定
の
航
空
灯
火
一
式
の
中
に
進
入
灯
が
あ
る
こ
と
を
説 

(2) 

昭
和
四
一
年
一
二
月
一
三
日
、
公
団
よ
り
空
公
計
一
第
二
号
と
し
て
運
輸
大
臣
に
提
出
し
、
翌
年
一
月 

二
三
日
運
輸
大
臣
よ
り
認
可
さ
れ
た
「
新
東
京
国
際
空
港
工
事
実
施
計
画
認
可
申
請
書
」
を
提
示
し
、
か 

 

つ
、
成
田
空
港
は
「
計
器
着
陸
及
び
夜
間
着
陸
の
用
に
供
す
る
」
飛
行
場
と
し
て
建
設
さ
れ
る
と
説
明
し
た

か
。 

(1) 

昭
和
四
一
年
一
二
月
一
二
日
運
輸
大
臣
が
空
飛
監
第
二
一
四
号
の
三
と
し
て
公
団
に
指
示
し
た
基
本
計
画

（
設
置
さ
れ
る
べ
き
航
空
保
安
施
設
の
種
類
と
し
て
、
飛
行
場
灯
火
の
中
に
進
入
灯
が
含
ま
れ
て
い
る
）
を
提

示
し
、
説
明
し
た
か
。 

右
事
業
認
定
の
申
請
に
当
た
り
、
運
輸
省
な
い
し
、
公
団
は
、
建
設
大
臣
に
対
し
、 

七 

 



 

(7) 

航
空
法
施
行
規
則
第
一
一
七
条
に
あ
る
飛
行
場
灯
火
の
設
置
基
準
（
成
田
空
港
の
進
入
灯
に
係
る
工
事
実

施
計
画
の
認
可
基
準
と
し
て
準
用
さ
れ
る
）
を
示
し
、
精
密
進
入
を
行
う
計
器
着
陸
用
滑
走
路
で
は
、
進
入 

(6) 

右
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（

19
頁
）
に
あ
る
飛
行
場
灯
火
施
設
配
置
図
を
示
し
た
か
。 

(5) 

右
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（

18
・
19
頁
）
に
よ
り
、
成
田
空
港
へ
設
置
さ
れ
る
「
進
入
灯
は
、
進
入
着
陸
の
過
程
に

お
い
て
、
滑
走
路
中
心
線
、
滑
走
路
末
端
か
ら
の
距
離
、
航
空
機
の
傾
き
等
の
視
覚
情
報
を
与
え
る
灯
火 

 

で
、
方
式
は
長
さ
九
百
米
の
標
準
進
入
灯
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅱ
に
必
要
な
赤
色
灯
列
を
付
加
し
、
ま
た
低
視
程

時
に
す
ぐ
れ
た
識
別
性
を
有
す
る
連
鎖
式
せ
ん
光
灯
を
併
設
す
る
」
と
説
明
し
た
か
。 

(4) 
公
団
に
よ
る
昭
和
四
四
年
六
月
三
〇
日
発
行
の
「
新
東
京
国
際
空
港
の
計
画
」
と
題
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

提
示
し
、
成
田
空
港
へ
の
進
入
着
陸
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅱ
の
精
密
進
入
（
現
用
の
東
京
国
際
空
港
で
は
、
こ
れ

よ
り
性
能
が
一
段
劣
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｉ
の
精
密
進
入
）
を
行
う
と
説
明
し
た
か
。 

明
し
た
か
。 

八 

 



 

(11) 

航
空
法
第
二
条
を
示
し
、
着
陸
帯
と
は
単
に
地
表
の
一
部
を
加
工
し
て
囲
つ
た
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は 

(10) 

航
空
法
施
行
規
則
第
七
九
条
に
あ
る
飛
行
場
の
設
置
基
準
（
成
田
空
港
に
係
る
工
事
実
施
計
画
の
認
可
基

準
と
し
て
準
用
さ
れ
る
）
を
示
し
、
着
陸
帯
の
長
さ
と
は
、「
滑
走
路
の
表
辺
を
両
短
辺
の
側
に
そ
れ
ぞ
れ
六

十
米
に
延
長
し
て
得
た
も
の
」
と
、
着
陸
帯
の
長
さ
と
滑
走
路
の
長
さ
と
が
一
意
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
説
明
し
た
か
。 

(9) 

右
設
置
基
準
で
は
標
準
式
進
入
灯
は
着
陸
帯
及
び
進
入
区
域
内
を
滑
走
路
末
端
か
ら
お
よ
そ
九
百
米
に
わ

た
つ
て
灯
火
を
配
置
し
、
更
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅱ
用
な
ら
ば
滑
走
路
末
端
か
ら
三
百
米
に
限
り
、
灯
火
を
よ
り

詳
密
に
配
置
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
か
。 

(8) 
右
設
置
基
準
で
は
、
精
密
進
入
を
行
う
計
器
着
陸
用
滑
走
路
に
つ
い
て
は
標
準
式
進
入
灯
を
設
置
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
し
た
か
。 

灯
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
説
明
し
た
か
。 

九 

 



 

(15) 

公
団
の
事
業
認
定
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
事
業
計
画
書

5
・
(2)
・
(a)
・
(c)
に
は
「
超
大
型
機
の
導
入
に
対

処
し
、
そ
の
離
着
陸
の
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も
に
滑
走
路
能
力
を
可
及
的
に
大
に
す
る
た
め
に
、
高
度
な

計
器
着
陸
方
式
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
滑
走
路
の
中
心
線
か
ら
片
側
三
二
〇
メ
ー
ト 

(14) 

成
田
空
港
「
四
千
米
」
滑
走
路
を
含
む
着
陸
帯
は
、
正
規
の
進
入
灯
と
一
体
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
着
陸

帯
（
特
定
の
方
向
に
向
か
つ
て
行
う
航
空
機
の
離
陸
又
は
着
陸
の
用
に
供
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
飛
行
場

内
の
短
形
部
分
）
た
り
得
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
か
。 

(13) 

右
精
密
進
入
を
行
う
計
器
着
陸
用
滑
走
路
を
含
む
着
陸
帯
は
、
正
規
の
進
入
灯
と
一
体
で
な
け
れ
ば
か
か

る
方
式
に
よ
る
着
陸
の
用
に
供
せ
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
か
。 

(12) 

精
密
進
入
を
行
う
計
器
着
陸
用
滑
走
路
は
か
か
る
方
式
に
よ
る
進
入
着
陸
の
用
に
供
す
る
た
め
に
は
、
正

規
の
進
入
灯
と
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
か
。 

な
く
、
離
着
陸
の
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
か
。 

一
〇 

 



 

(19) 

右
に
お
い
て
正
規
の
進
入
灯
の
設
置
の
た
め
に
必
要
な
用
地
が
、
起
業
地
内
に
一
部
し
か
含
ま
れ
て
い
な 

(18) 

成
田
空
港
「
四
千
米
」
滑
走
路
南
端
か
ら
空
港
敷
地
の
境
界
ま
で
の
距
離
（
滑
走
路
中
心
線
の
延
長
上
）
を
三

百
米
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
三
百
米
と
し
た
根
拠
に
つ
き
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
か
。 

(17) 

右
に
お
い
て
「
滑
走
路
の
中
心
線
か
ら
片
側
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
を
空
港
敷
地
と
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
滑
走
路
両
端
の
進
入
区
域
側
の
空
港
敷
地
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
言
及
し
て
い

な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
か
。 

(16) 

右
に
お
い
て
「
高
度
な
計
器
着
陸
方
式
を
採
用
す
る
た
め
に
は
、
滑
走
路
の
中
心
線
か
ら
片
側
三
二
〇
メ
ー

ト
ル
の
範
囲
を
空
港
敷
地
と
す
る
必
要
が
あ
る
」
理
由
に
つ
い
て
航
空
工
学
技
術
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の

説
明
を
与
え
た
か
。 

ル
の
範
囲
を
空
港
敷
地
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
か
か
る
「
高
度
な
計
器
着
陸
方
式
」
が
「
カ
テ
ゴ

リ
ー
Ⅱ
の
精
密
進
入
を
行
う
計
器
着
陸
方
式
」
で
あ
る
と
説
明
し
た
か
。 

一
一 

 



 

四 

土
地
収
用
法
第
一
七
条
は
、「
航
空
法
に
よ
る
飛
行
場
又
は
航
空
保
安
施
設
で
公
共
の
用
に
供
す
る
も
の
に
関

す
る
事
業
」
に
つ
き
事
業
認
定
処
分
の
権
限
を
建
設
大
臣
に
与
え
て
い
る
。 

(4) 

右
事
業
認
定
処
分
を
受
け
る
に
当
た
り
、
運
輸
省
な
い
し
公
団
は
質
問
三
で
提
起
し
た
類
の
説
明
を
建
設 

(3) 

当
時
の
建
設
大
臣
に
右
能
力
は
あ
つ
た
か
。 

(2) 

昭
和
四
四
年
一
二
月
一
六
日
付
建
設
省
告
示
第
三
八
六
五
号
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
成
田
空
港
に
係
る
事
業

認
定
処
分
を
行
う
に
当
た
り
、
質
問
三
で
提
起
し
た
よ
う
な
説
明
が
、
運
輸
省
な
い
し
公
団
に
よ
り
与
え
ら

れ
た
場
合
、
建
設
大
臣
に
は
こ
れ
ら
を
正
確
に
理
解
す
る
能
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
よ
い
か
。
そ

の
理
由
は
何
か
。 

(1) 

右
権
限
を
誠
実
に
行
使
す
る
に
は
、
建
設
大
臣
は
「
航
空
法
に
よ
る
飛
行
場
又
は
航
空
保
安
施
設
」
に
つ

き
、
正
確
な
識
見
を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
よ
い
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
か
。 

一
二 

 



 

五 

成
田
空
港
建
設
事
業
の
起
業
地
の
設
定
に
つ
い
て 

(3) 

成
田
空
港
の
起
業
地
内
に
、
進
入
角
指
示
灯
、
滑
走
路
灯
、
滑
走
路
末
端
灯
、
滑
走
路
中
心
線
灯
、
接
地

帯
灯
、
滑
走
路
距
離
灯
な
ど
の
飛
行
場
灯
火
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
飛
行
場
」
内
に
「
航
空

保
安
施
設
」
を
設
置
す
る
こ
と
が
、
な
ぜ
土
地
収
用
法
上
許
容
さ
れ
る
の
か
。 

(2) 

土
地
収
用
法
第
三
条
第
一
二
号
に
は
、
土
地
収
用
法
が
適
用
で
き
る
事
業
と
し
て
「
航
空
法
に
よ
る
飛
行

場
又
は
航
空
保
安
施
設
で
公
共
の
用
に
供
す
る
も
の
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
又
は
」
は
排
反
を
意
味
す
る
「
又
は
」

な
の
か
。
例
え
ば
「
飛
行
場
」
の
中
に
「
航
空
保
安
施
設
」
を
設
置
す
べ
き
用
地
を
含
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
な
の
か
。 

(1) 

土
地
収
用
法
上
、
成
田
空
港
の
起
業
地
の
中
に
正
規
の
進
入
灯
の
建
設
用
地
の
す
べ
て
を
含
め
て
は
い
け

な
い
理
由
が
あ
れ
ば
法
的
根
拠
を
添
え
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

大
臣
に
対
し
行
つ
た
か
。 

一
三 

 



 

(8) 

右
「
特
別
の
必
要
」
と
は
、
関
係
す
る
事
業
相
互
の
公
益
の
程
度
を
比
較
し
、
よ
り
大
き
な
公
益
性
を
も
つ 

(7) 

土
地
収
用
法
第
四
条
は
相
異
な
る
事
業
に
つ
き
起
業
地
が
部
分
的
に
し
ろ
、
オ
ー
バ
ラ
ッ
プ
す
る
場
合
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
条
文
に
あ
る
「
特
別
の
必
要
」
と
は
何
か
。 

(6) 

右
「
航
空
保
安
施
設
区
域
」
が
起
業
地
内
に
含
め
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
飛
行
場
灯
火
な
ど

の
航
空
保
安
施
設
が
起
業
地
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

(5) 

事
業
計
画
書
で
は
設
置
す
る
施
設
及
び
区
域
の
概
要
の
中
に
、
公
団
法
第
二
〇
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

三
号
で
定
め
ら
れ
る
業
務
の
遂
行
の
た
め
の
用
地
が
含
め
ら
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
、
同
項
第
二
号
に
相
当
す

る
「
航
空
保
安
施
設
区
域
」
が
含
め
ら
れ
て
い
な
い
の
か
。 

(4) 
公
団
法
第
二
〇
条
は
、
公
団
の
行
う
業
務
に
つ
き
定
め
て
い
る
が
、
成
田
空
港
の
建
設
に
当
た
り
、
第
一

項
各
号
の
業
務
に
関
し
、
各
号
の
業
務
ご
と
に
別
の
案
件
と
し
て
土
地
収
用
法
が
適
用
（
事
業
認
定
処
分
に

係
る
起
業
地
が
別
々
に
設
定
）
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
理
由
が
あ
れ
ば
、
法
的
根
拠
を
添
え
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。 

一
四 

 



 

(13) 

右
に
お
い
て
進
入
灯
建
設
事
業
を
成
田
空
港
建
設
事
業
よ
り
優
先
さ
せ
る
と
は
、
あ
る
い
は
逆
の
優
先
順 

(12) 

右
に
お
い
て
オ
ー
バ
ラ
ッ
プ
す
る
場
合
ど
ち
ら
の
事
業
を
優
先
さ
せ
る
の
か
。
そ
の
根
拠
（
「
特
別
な
必

要
」
）
は
何
か
。 

(11) 

成
田
空
港
「
四
千
米
」
滑
走
路
南
端
に
設
置
さ
れ
る
べ
き
正
規
の
進
入
灯
の
建
設
事
業
と
成
田
空
港
建
設
事

業
（
既
に
事
業
認
定
処
分
を
受
け
て
い
る
事
業
）
と
を
別
立
て
と
す
る
場
合
、
起
業
地
の
一
部
が
オ
ー
バ
ラ
ッ

プ
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
。 

(10) 

航
空
法
施
行
規
則
第
一
一
七
条
第
一
項
第
三
号
ハ

(二 )
ａ
の
ｃ
図
に
よ
れ
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅱ
用
の
正
規
の

進
入
灯
は
着
陸
帯
内
へ
入
り
こ
む
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
着
陸
帯
と
進
入
灯
設
置
用
地
と
は
、
ど
ち
ら

が
優
先
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
根
拠
は
（
「
特
別
な
必
要
」
）
は
何
か
。 

(9) 
右
「
特
別
な
必
要
」
に
よ
る
優
先
性
は
だ
れ
が
判
断
す
る
の
か
。
ま
た
そ
の
法
的
根
拠
は
何
か
。 

事
業
を
優
先
す
る
と
し
て
よ
い
の
か
。 

一
五 

 



 

(16) 

成
田
空
港
「
四
千
米
」
滑
走
路
南
端
に
設
置
さ
れ
る
べ
き
正
規
の
進
入
灯
が
設
置
さ
れ
ず
、
34
側
か
ら
の
進

入
着
陸
に
対
し
三
、
二
五
〇
米
長
の
も
の
と
し
て
、「
四
千
米
」
滑
走
路
が
機
能
す
る
よ
う
進
入
灯
の
仮
設
を 

(15) 

昭
和
四
四
年
九
月
一
三
日
付
空
公
用
管
第
二
三
号
と
し
て
公
団
よ
り
提
出
さ
れ
た
事
業
認
定
申
請
書
で
示

さ
れ
る
起
業
地
の
中
に
、
他
の
飛
行
場
灯
火
に
つ
い
て
は
、
含
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
、
正
規
の
進

入
灯
の
建
設
用
地
を
含
め
て
お
か
な
か
つ
た
の
か
。
進
入
灯
の
建
設
用
地
だ
け
を
別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
が
あ
れ
ば
、
合
わ
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(14) 

右
に
お
い
て
、
優
先
順
位
が
同
じ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
進
入
灯
建
設
事
業
は
成
田
空
港
建
設
事
業
に
含
ま

れ
る
。
従
つ
て
成
田
空
港
建
設
事
業
の
起
業
地
の
中
に
正
規
の
進
入
灯
の
建
設
用
地
も
含
め
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

位
と
す
る
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
両
者
の
優
先
順
位
が
同
じ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の 

 
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

一
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六 

土
地
収
用
法
第
二
〇
条
は
、
事
業
認
定
の
条
件
を
定
め
て
い
る
。
第
二
号
は
「
起
業
者
が
当
該
事
業
を
遂
行

す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
」
ま
た
同
三
号
は
、「
事
業
計
画
が
土
地
の
適
正
且
つ
合
理

的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
な
つ
て
い
る
。
公
団
が
、
昭
和
四
四
年
九
月
一
三
日
付
で
提
出

し
た
事
業
認
定
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
事
業
計
画
書
で
は
、
設
置
す
る
施
設
の
一
つ
と
し
て
長
さ
四
千
米
滑
走

路
を
含
む
長
さ
四
、
一
二
〇
米
の
着
陸
帯
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

(1) 

34
側
か
ら
の
進
入
着
陸
に
、
「
四
千
米
」
滑
走
路
（
「
四
、
一
二
〇
米
」
着
陸
帯
）
が
三
、
二
五
〇
米
長
の
滑
走
路

（
三
、
三
七
〇
米
長
の
着
陸
帯
）
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
理
由
が
、
正
規
の
進
入
灯
の
た
め
の
用
地
の
未
取
得
を 

運
輸
大
臣
が
承
認
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
更
に
公
団
が
任
意
買
収
に
よ
り
正
規
の
進
入
灯
の
設
置
の
た
め
の

用
地
の
取
得
に
つ
と
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
運
輸
省
な
い
し
公
団
が
、
右
用
地
は
、
本
来
成
田
空
港
建

設
事
業
に
係
る
起
業
地
の
中
に
含
め
て
お
く
べ
き
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
の
か
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
、
理
由
は
何
か
。 

一
七 

 



 

(4) 

起
業
者
公
団
に
よ
る
成
田
空
港
建
設
事
業
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
事
業
認
定
の
条
件
の
第

二
号
又
は
第
三
号
も
し
く
は
そ
の
両
号
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
根
拠
、
理
由
を
添
え
て
政 

(3) 

内
部
矛
盾
（
事
業
計
画
で
意
図
し
た
こ
と
が
、
そ
れ
に
係
る
起
業
地
の
設
定
が
適
正
か
つ
合
理
的
で
な
い

ゆ
え
実
現
で
き
な
い
こ
と
）
が
あ
る
よ
う
な
事
業
計
画
し
か
作
定
で
き
な
い
起
業
者
に
「
起
業
者
が
当
該
事
業

を
遂
行
す
る
に
足
る
充
分
な
意
志
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
」
と
い
う
条
件
が
欠
落
し
て
い
る
と
結
論
で

き
る
が
政
府
の
見
解
は
い
か
ん
。
理
由
を
添
え
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(2) 

起
業
地
が
、
従
つ
て
、
事
業
計
画
が
「
適
正
か
つ
合
理
的
」
で
な
い
と
す
れ
ば
、
か
か
る
「
事
業
計
画
が
土

地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
に
は
な
り
得
な
い
が
政
府
の
見
解
は
い
か

ん
。
理
由
を
添
え
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

唯
一
の
原
因
と
す
る
以
上
、
成
田
空
港
建
設
事
業
の
起
業
地
の
設
定
が
「
適
当
か
つ
合
理
的
」
で
は
な
か
つ
た

と
結
論
で
き
る
が
政
府
の
見
解
は
い
か
ん
。
理
由
を
添
え
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
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九 

公
団
と
地
元
農
民
と
の
土
地
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
公
団
法
、
航
空
法
、
土
地
収
用
法
な
ど
の
関
係
法
令
を 

 

「
行
司
役
」
と
し
た
民
事
紛
争
で
あ
る
と
し
て
よ
い
の
か
。
根
拠
、
理
由
を
添
え
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

八 

以
上
提
起
し
て
き
た
質
問
事
項
か
ら
か
ん
が
み
る
に
、
公
団
法
、
航
空
法
、
土
地
収
用
法
な
ど
に
従
い
設
置

さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
成
田
空
港
の
現
実
の
建
設
状
況
に
関
し
、
運
輸
大
臣
は
自
ら
が
、
「
法
令
を
遵
守
し
、 

 

自
己
の
職
務
を
誠
実
に
履
行
し
て
い
る
」
と
い
え
る
か
。
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

七 

昭
和
四
九
年
四
月
五
日
付
内
閣
衆
質
七
二
第
一
四
号
別
図
二
に
よ
れ
ば
成
田
空
港
「
四
千
米
」
滑
走
路
南
端
の

滑
走
路
末
端
灯
が
七
五
〇
米
北
側
へ
移
設
さ
れ
て
い
る
が
、
滑
走
路
末
端
灯
の
定
義
及
び
機
能
か
ら
し
て
「
四

千
米
」
滑
走
路
の

16
側
よ
り
離
陸
す
る
場
合
の
滑
走
路
長
は
、
三
、
二
五
〇
米
と
は
な
ら
な
い
の
か
。
根
拠
、
理

由
を
添
え
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
九 

 



 

 

二
〇 

右
質
問
す
る
。 


